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答  申  

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以

下「法」という。）２５条２項の規定に基づく保護変更決定処分に係

る審査請求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申

する。  

 

第１  審査会の結論   

   本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、〇〇福祉事務所長（以下「処分庁」と

いう。）が請求人に対し、令和３年３月３１日付けで行った保護

変更決定処分（以下「本件処分」という。）について、その取消

しを求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

   請求人は、おおむね以下の理由から、本件処分の違法性及び不

当性を主張しているものと解される。  

担当ケースワーカーによる説明不足と虚偽、また、不当な応対

等により。本件敷金返還金５万円については、担当ケースワーカ

ーから「収入になる」ことは、聞いておりましたが、私が、「引

っ越しに伴い、お金がかかるので」というと、担当ケースワーカ

ーは「それなら、いいです。」といいました。私は、それで話は

終わったと思ったのですが、新住居への引っ越しが終わり、担当

ケースワーカーが訪問に来たときに、もう３ヶ月以上も経ってい

るのに改めてその話をしてきたということ自体がおかしいと思い

ます。  

令和３年（反論書には平成３年とあるが、令和３年の誤記と認
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める。）３月１６日、新住居へ担当ケースワーカーら２人が来た

理由として弁明書には引越の確認だけになってますが、もう一つ

理由があります。担当ケースワーカーは、令和３年２、３、４月

の家賃免除を見落とし、２月分の家賃の減給の手続きを怠り、そ

の金額５万円を取りに来たのです。  

  

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の

規定を適用して、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和３年１１月２６日  諮問  

令和４年１月２５日  審議（第６３回第４部会）  

令和４年２月１５日  審議（第６４回第４部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した  

結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  保護の補足性及び保護の基準について  

  法４条１項の規定によれば、保護は、生活に困窮する者が、

その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限

度の生活の維持のために活用することを要件として行われると

されている。  

そして、法８条１項の規定によれば、保護は、厚生労働大臣

の定める基準（昭和３８年４月１日付厚生省告示第１５８号。

以下「保護基準」という。）により測定した要保護者の需要を

基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのでき
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ない不足分を補う程度において行うものとされている。  

したがって、就労に伴う収入あるいは就労に伴う収入以外の

収入がある場合には、その収入額は、当該受給者の収入として

認定されることになり、当該受給者の保護の基準とされた金額

から控除されることになる。  

⑵  職権による保護の変更について  

法２５条２項及び同項が準用する２４条４項は、保護の実施

機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必

要とすると認めるときは、速やかに、職権をもってその決定を

行い、決定の理由を付した書面をもって、これを被保護者に通

知しなければならないとしている。  

⑶  収入申告義務について  

法６１条の規定によれば、被保護者は、収入、支出その他生

計の状況について変動があったときは、すみやかに福祉事務所

長にその旨を届け出なければならないとされている。  

⑷  収入認定について  

ア  「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６

年４月１日付厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知。以下

「次官通知」という。）の第８・３・⑵・エ・ (ｲ)によれば、

保険金その他の臨時的収入については、その額（受領するた

めに交通費等を必要とする場合は、その必要経費の額を控除

した額とする。）が世帯合算額８，０００円（月額）をこえ

る場合、そのこえる額を収入として認定することとされてい

る。  

イ  「生活保護法 による保護の実施 要領の取扱いにつ いて」

（昭和３８年４月１日付社保第３４号厚生省社会局保護課長

通知。以下「課長通知」という。）第７・問３１によれば、

転居等により、保護継続中の者に対し敷金が返還される場合、

返還金は返還月以降の収入として認定すべきものとされてい
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る。  

ウ  東京都福祉保健局生活福祉部保護課が作成した「生活保護

運用事例集２０１７」（以下「運用事例集」という。）問７

－２４（答）によれば、敷金返還金の取扱いについて、新住

居分の敷金等を一時扶助として認定・支給した後に敷金等が

返還された場合は当該返還金を当該月以降の収入として認定

するとされ、この場合の収入の種類は、次官通知第８・３・

⑵・エ・ (ｲ)にいう「その他の臨時的収入」として整理すると

されている。  

⑸  次官通知及び課長通知は、いずれも地方自治法２４５条の９

第１項及び３項の規定に基づく法の処理基準である。  

また、運用事例集は、法の具体的な解釈・運用の指針として

一定の合理性を有するものと認められる。  

 ２  本件処分についての検討  

 これを本件についてみると、処分庁は、令和３年３月３１日に

請求人から収入申告 があった ことから、同 日、本件敷金返還金

（５０，０００円）について、８，０００円を超える額である４

２，０００円を請求人の収入として認定し、これにより３月分の

保護費を３７，８７０円に変更したことが認められる。  

保護の補足性の原則により、就労に伴う収入やそれ以外の収入

がある場合には、その収入額は、当該受給者の保護の基準とされ

た金額から控除されること（１・⑴）及び敷金返還金については

「その他の臨時的収入」（次官通知第８・３・⑵・エ・ (ｲ)）とし

て整理され、世帯合算額８，０００円（月額）を超える場合、そ

の超える額を返還月以降の収入として認定することとなっている

こと（１・⑷）から、本件処分は、上記１の法令等の規定に則っ

て適正に行われたものと認められ、違法又は不当な点があるとい

うことはできない。  

 ３  請求人の主張についての検討  

請求人は、上記第３のとおり担当ケースワーカーから本件敷金
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返還金５万円が収入になる旨、説明を受けていたが、請求人の事

情を鑑み「それなら、いいです。」との発言があったことから本件

処分が違法又は不当である旨主張する。  

しかし、本件処分が、法令等の規定に則って適正に行われた処

分であることは、上記２のとおりであって、また、仮に担当ケー

スワーカーが請求人の事情を鑑みて「それなら、いいです。」と発

言していたとしても、そのことにより保護の補足性の原則に基づ

き保護の基準額から控除すべき収入が認定の対象外となるものと

は解されない。  

また、請求人は、令和２年１１月４日に請求人が処分庁に対し

て本件確認書を提出してから３か月以上経過した後に本件処分が

行われていることが違法・不当である旨主張していると解される

が、収入申告は、原則として文書により行う必要があるところ、

請求人が書面により本件申告を行ったのは令和３年３月３１日で

あるから、かかる主張をもって、本件処分の取消理由になるとは

認められない。  

したがって、請求人の主張をもって、本件処分の取消理由とす

ることはできない。  

なお、請求人は、令和３年３月１６日、担当ケースワーカーが

訪れたのは、同年２月分の家賃の減給手続きを怠ったため、その

受け取りのためであると主張するようであるが、同月分の住宅扶

助の過支給については、既に同月９日付の保護変更処分で処理済

みであるし、また、当該処分は本件処分とは別個の処分であり、

本件処分の取消事由となるものではない。  

４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

   その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適

正に行われているものと判断する。  
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よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

松井多美雄、宗宮英俊、大橋真由美  

 


